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はじめに 
 札幌市では 19年４月に「札幌市自治基本条例」を施行しました。 
 この条例は、「自分たちの地域のことは自分たちで考え、決め、そして行動す
る」という市民自治によるまちづくりを進めるための、市民、議会、行政の共
通のルールです。 
 また、19年６月に策定した「さっぽろ元気ビジョン第２ステージ」において
も、『市民自治が息づくまちづくり』ということをまちづくりの根本に据え、市
民が主役のまちづくりを進めることとしています。 
 市民自治による市民が主役のまちづくりを進める上で重要なポイントは大き
く２つあります。１つには「情報共有」であり、もう１つは「市民参加」です。 
 市民、議会、行政が同じ情報を共有することによって、誰もがいつでも札幌
市のまちづくりについて考え、そして話し合うことができる環境を整え、その
結果を地域で市民それぞれが自ら実践するとともに、市政に反映させていく。
このような取り組みの積み重ねが市民自治を札幌にしっかりと根付かせていく
ことにつながります。 
 札幌市ではこれまでも各種広報資料の作成・配布や情報公開制度の実施、審
議会等への公募委員の募集やパブリックコメントの実施など、「情報共有」と「市
民参加」を促進する取り組みを進めて来ましたが、これらを更に進めていくた
めには、市役所の仕事の仕方を従来と変えていく必要があります。 
条例にも規定しているとおり、「政策の立案」「実施」「評価等」の各段階で適
切に情報共有を図るとともに、市民参加で政策、施策、事業を推進していく体
制をこれまでにも増してしっかりと構築していかなければなりません。 
この「手引書」は、職務を遂行していくうえで、「情報共有」と「市民参加」

を推進していくために必要な事柄をまとめたものであり、「市民自治が実感でき
るまち」を市民とともに考え、創り上げていくために作成したものです。 
各職員におかれましては、この「手引書」に基づき、今まで以上に「情報共

有」と「市民参加」による事業実施に努めていただきたいと考えております。 
なお、他都市においては、この「手引書」に記載されているような事項を、「条
例」若しくは「要綱」といった形で規定している例も見受けられますが、札幌
市においては、より充実した市民自治の仕組みを創り上げていくために、この
「手引書」に基づく実践を積み重ね、その結果を踏まえてその後の取り扱いに
ついて検討していくこととしています。 
それでは、「市民が主役のまちづくり」を進めるため、全庁一丸となって仕事
の仕方を変えて行きましょう。 

 
平成 20年 12月 

市民自治推進本部 本部長  
       副市長 加藤 啓世 
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